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（
別
紙
３
） 

 

○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 
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（
事
業
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
八
条 

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で

に
お
い
て
「
免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
法
第
四
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
八 

（
略
） 

２ 

免
許
申
請
者
は
、
特
別
勘
定
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け

る
特
別
の
勘
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険

契
約
が
、
第
八
十
三
条
第
一
号
イ
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。 

一 

特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険
契
約
の
種
類  

二 

特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
の
種
類
及
び
評
価
の
方
法 

三 

保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
勘
定
に
振
り
替
え
る
日 

３ 

（
略
） 

（
事
業
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
八
条 

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で

に
お
い
て
「
免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
法
第
四
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
八 

（
略
） 

２ 

免
許
申
請
者
は
、
特
別
勘
定
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け

る
特
別
の
勘
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

一 

特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険
契
約
の
種
類 

二 
特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
の
種
類
及
び
評
価
の
方
法 

（
新
設
） 

３ 

（
略
） 
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（
事
業
方
法
書
等
の
審
査
基
準
） 

第
十
一
条 

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

三
の
二 

次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
令
第
四
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
た
め
法
第
三
百
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
込
み
の
撤
回
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、

特
定
早
期
解
約
（
保
険
契
約
の
解
約
の
う
ち
、
当
該
保
険
契
約
の
成
立
の
日
又

は
こ
れ
に
近
接
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
の
一
定
の
日
数
を
経
過
す

る
ま
で
の
間
に
限
り
、
解
約
に
よ
り
保
険
契
約
者
に
払
い
戻
さ
れ
る
返
戻
金
の

計
算
に
際
し
て
、
契
約
者
価
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
零
と
し
、
及
び
当
該
保

険
契
約
に
係
る
費
用
と
し
て
保
険
料
か
ら
控
除
し
た
金
額
の
全
額
を
契
約
者

価
額
に
加
算
す
る
も
の
を
い
う
。
第
五
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
三
百
九
条
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
令
第
四
十
五
条
第
五

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
た
め
当
該
申

込
み
の
撤
回
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
又
は
令
第
四
十
五
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

当
該
保
険
会
社
が
当
該
申
込
み
の
撤
回
等
に
応
じ
る
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

第
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

ロ 

解
約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
有
価
証
券
市
場
に

お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
保
険
料
の
合
計
額
を
下

（
事
業
方
法
書
等
の
審
査
基
準
） 

第
十
一
条 

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
設
） 
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回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
保
険
契
約
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ 

保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）

の
額
を
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
保
険
契
約
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

四
～
七 

（
略
） 

四
～
七 

（
略
） 

 
 

 

（
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
の
運
用
額
の
制
限
） 

第
四
十
八
条 

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
資

産
は
、
総
資
産
（
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
（
第
三
十
条
の
三
第
一
項
（
第
六

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
勘
定
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理

さ
れ
た
資
産
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の

五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
資
産
と
す
る
。 

一 

国
内
株
式
（
保
険
金
等
の
額
を
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
保
険
契
約

に
係
る
資
産
（
他
の
資
産
と
経
理
が
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
百
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産
の

う
ち
当
該
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
株
式
）
（
前
条
第
六
号
の
二
に
掲

げ
る
出
資
を
含
む
。
） 

 

（
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
の
運
用
額
の
制
限
） 

第
四
十
八
条 

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
資

産
は
、
総
資
産
（
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
（
第
三
十
条
の
三
第
一
項
（
第
六

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
勘
定
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理

さ
れ
た
資
産
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の

五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
資
産
と
す
る
。 

一 

国
内
株
式
（
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」

と
い
う
。
）
の
額
を
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
保
険
契
約
に
係
る
資
産

（
他
の
資
産
と
経
理
が
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
百
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産
の
う
ち
当
該
外

国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
株
式
）
（
前
条
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
出
資
を

含
む
。
） 

二
～
五 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

二
～
五 
（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 
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（
特
定
早
期
解
約
と
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
解
除
と
の
調
整
） 

第
五
十
三
条
の
十
二 

保
険
会
社
は
、
特
定
早
期
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

の
定
め
が
あ
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は

解
除
に
係
る
書
面
が
特
定
早
期
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
到
達
し

た
場
合
に
は
、
当
該
書
面
を
発
し
た
者
に
対
し
、
特
定
早
期
解
約
を
行
う
か
否

か
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 
 

（
事
業
の
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
百
二
十
条 

（
略
） 

（
事
業
の
方
法
書
の
記
載
事
項
） 

第
百
二
十
条 

（
略
） 

２ 

免
許
申
請
者
は
、
日
本
に
お
い
て
特
別
勘
定
（
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
特
別
の
勘
定
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
別
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
場
合
に
お

い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険
契
約
が
、
第
百
六
十

四
条
第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一 

特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険
契
約
の
種
類 

二 

特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
の
種
類
及
び
評
価
の
方
法 

三 

保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
勘
定
に
振
り
替
え
る
日 

３ 

（
略
） 

（
削
る
） 

２ 

免
許
申
請
者
は
、
日
本
に
お
い
て
特
別
勘
定
（
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
特
別
の
勘
定
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
別
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
場
合
に
お

い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一 

特
別
勘
定
を
設
け
る
保
険
契
約
の
種
類 

二 

特
別
勘
定
に
属
す
る
財
産
の
種
類
及
び
評
価
の
方
法 

（
新
設
） 

３ 

（
略
） 

４ 

免
許
申
請
者
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
に
係
る
業
務
又
は
事
務
（
第
百
四
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十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
代
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
に
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
業
務
又
は
事
務
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

（
事
業
の
方
法
書
等
の
審
査
基
準
） 

第
百
二
十
四
条 

法
第
百
八
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一

項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一
条
各
号
に
掲

げ
る
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
の
二
中
「
第
七
十
四

条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
五
十
三
条
各
号
」
と
す
る
。 

 

（
事
業
の
方
法
書
等
の
審
査
基
準
） 

第
百
二
十
四
条 

法
第
百
八
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一

項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一
条
各
号
に
掲

げ
る
基
準
と
す
る
。 

 
 

 

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十
二
条

の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、

第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配

当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規

定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七

十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に

付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十
二
条

の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、

第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配

当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規

定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七

十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に

付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
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金
に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保

険
計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お

け
る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出

す
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八

条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の

三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、

第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条

及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九

条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保

険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保

険
契
約
（
第
八
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
契
約
」
と
、
第
五

十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
九

十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
八

条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三

金
に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保

険
計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お

け
る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出

す
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八

条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の

三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、

第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条

及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九

条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保

険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保

険
契
約
（
第
八
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
契
約
」
と
、
第
五

十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
九

十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
八

条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
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条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十

三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を

い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特

殊
関
係
者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支

店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
第
五
十
三

条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
顧
客
」
と

あ
る
の
は
「
曰
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
中
「
法
第
九
十
七

条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業

務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」

と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」

と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同

条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八

条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十

三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を

い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特

殊
関
係
者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支

店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
第
五
十
三

条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
顧
客
」
と

あ
る
の
は
「
曰
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
中
「
法
第
九
十
七

条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業

務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」

と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」

と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同

条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
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十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す

る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い

て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険

契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項

中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金

等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第

四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条

第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一

項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の

提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と

あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金

の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項

第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約

者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国

保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す

る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い

て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険

契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項

中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金

等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第

四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条

第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一

項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の

提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と

あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金

の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項

第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約

者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国

保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
）  

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
）  
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第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。  

一
～
五 

（
略
）  

六 

保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
そ
の
顧
客
が
行
う
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
が

法
第
三
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
令
第
四
十
五

条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
当
該
保
険
契
約
の
引
受
け
を
行
う
保
険
会

社
が
当
該
申
込
み
の
撤
回
等
に
応
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
対
し
そ
の
旨
の
説
明
を
書
面
の

交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
顧
客
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確

認
を
署
名
若
し
く
は
押
印
を
得
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の

申
込
み
を
さ
せ
る
行
為  

七
～
十
九 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。  

一
～
五 

（
略
）  

六 

保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
そ
の
顧
客
が
行
う
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
が

法
第
三
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
令
第
四
十
五

条
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
当
該
保
険
契
約
の
引
受
け
を
行
う
保
険
会

社
が
当
該
申
込
み
の
撤
回
等
に
応
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
対
し
そ
の
旨
の
説
明
を
書
面
の

交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
顧
客
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確

認
を
署
名
若
し
く
は
押
印
を
得
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の

申
込
み
を
さ
せ
る
行
為  

七
～
十
九 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

 
 

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
場
合
） 

第
二
百
四
十
一
条 

令
第
四
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

郵
便
を
利
用
す
る
方
法 

二 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
通
信
機
器
又
は
情
報
処
理
の

用
に
供
す
る
機
器
を
利
用
す
る
方
法 

（
削
る
） 

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
場
合
） 

第
二
百
四
十
一
条 

令
第
四
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 
郵
便
を
利
用
す
る
方
法 

二 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
通
信
機
器
又
は
情
報
処
理
の

用
に
供
す
る
機
器
を
利
用
す
る
方
法 

三 

預
金
又
は
貯
金
の
口
座
に
対
す
る
払
込
み
に
よ
る
方
法 
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三 

保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社
等
（
免
許
特
定
法
人
の
引
受
社
員
を
含

む
。
）
が
設
置
し
た
機
器
を
利
用
す
る
方
法 

四 

保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社
等
（
免
許
特
定
法
人
の
引
受
社
員
を
含

む
。
）
が
設
置
し
た
機
器
を
利
用
す
る
方
法 

 
 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第

一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
百
二
十
条
第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 


